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ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮくらしの情報 暮らしを豊かにする情報がみつかる

■
募
集
期
間　

　
11
月
1
日
㈪
～
12
月
10
日
㈮

■
奨
学
生
の
採
用
決
定

　
大
崎
市
奨
学
資
金
貸
与
事
業
運

営
委
員
会
で
令
和
4
年
2
月
に
審

査・選
考
を
行
い
、内
定
者
を
決
定

し
ま
す
。選
考
結
果
は
全
応
募
者

へ
通
知
し
ま
す
。

　

内
定
し
た
人
は
、令
和
4
年
4

月
に
誓
約
書
と
在
学
証
明
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。そ
の
後
、正
式

な
貸
与
決
定
と
な
り
ま
す
。

　

令
和
4
年
４
月
に
進
学・
進
級

す
る
人
で
、大
崎
市
奨
学
資
金
の

貸
与
を
希
望
す
る
予
約
奨
学
生
を

募
集
し
ま
す
。

※
高
校
在
学
中
に
貸
与
を
受
け
て

い
た
人
が
、大
学
や
専
門
学
校

へ
進
学
し
、引
き
続
き
貸
与
を

希
望
す
る
場
合
は
、期
間
内
に

再
度
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

大
崎
市
奨
学
資
金
と
は

　

有
用
な
人
材
を
育
成
す
る
た

め
、高
校・大
学
へ
の
進
学
意
欲
と

能
力
の
あ
る
人
に
教
育
を
受
け
る

機
会
を
保
障
し
、無
利
子
で
奨
学

資
金
を
貸
与
す
る
制
度
で
す
。

■
貸
与
月
額

高
校
生　
１
万
5
千
円

大
学
生・短
期
大
学
生・専
門
学
校

生
な
ど　
３
万
円

■
貸
与
期
間

　
正
規
の
修
学
年
限
が
満
了
す
る

月
ま
で

■
貸
与
方
法

　

年
２
回
、奨
学
生
名
義
の
口
座

に
振
り
込
み

■
対
象

　
次
の
す
べ
て
を
満
た
す
人

くらしのくらしの
情報情報

1注目情報
2暮らし　　　　　　
3募集　　

4催し・講座
5健康
6子育て支援

❶
保
護
者
が
市
内
に
居
住
す
る
人

❷
経
済
的
理
由
で
修
学
困
難
な
人

❸
第
１
学
年
か
ら
応
募
時
点
ま
で

の
５
段
階
評
定
の
平
均
値
が

３・０
以
上
の
人

※
平
均
値
が
３・
０
未
満
の
場
合

は
、学
校
長
の
所
見
が
必
要
で

す
。

❹
2
人
の
連
帯
保
証
人
が
い
る
人

（
1
人
は
保
護
者
、も
う
1
人
は

生
計
を
別
に
す
る
返
済
資
力
の

あ
る
人
）

■
償
還
方
法

　
卒
業
し
た
翌
年
か
ら
７
年
以
内

に
年
賦
、半
年
賦
、月
賦
の
い
ず
れ

か
の
方
法
で
全
額
償
還
し
て
く
だ

さ
い
。

※
利
子
は
あ
り
ま
せ
ん
。

大
崎
市
奨
学
資
金
の
申
請
方
法

　

申
請
書
な
ど
は
、学
校
教
育
課

お
よ
び
教
育
委
員
会
古
川
支
局・

各
支
所
、市
内
の
中
学
校
、大
崎
管

内
14
高
等
学
校
で
配
布
し
ま
す
。

■
募
集
人
員

高
校
生　
10
人
程
度

大
学
生・短
期
大
学
生・専
門
学
校

生
な
ど　
20
人
程
度

1注目情報1注目情報

1
給
与
支
払
報
告
書
の
作
成
は
、早
め
に
準
備
を

し
て
く
だ
さ
い問 

税
務
課
市
民
税
担
当　
☎
�
2
1
4
8

1
令
和
4
年
度
か
ら
の
奨
学
生
を
募
集
し
ま
す問 

学
校
教
育
課
学
事
担
当　
☎
�
5
0
3
3

給
与
支
払
報
告
書
の
作
成・提
出

　

給
与
の
支
払
い
を
行
う
法
人
ま

た
は
個
人
は
、令
和
3
年
中
に
従
業

員（
ア
ル
バ
イ
ト・パ
ー
ト
を
含
む
）

に
支
払
っ
た
給
料・賃
金・賞
与
な

ど
を
基
に
、給
与
支
払
報
告
書
を
作

成
し
、提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

期
限
内
に
提
出
が
な
い
と
、市

民
税・
県
民
税
の
課
税
を
年
度
当

初
で
行
え
ず
、従
業
員
が
１
回
当

た
り
に
支
払
う
納
付
金
額
が
増
え

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。早
期
提

出
に
協
力
願
い
ま
す
。

　
ま
た
、提
出
の
際
に
は
、社
会
保

障・税
番
号
制
度（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
）の
施
行
に
よ
り
、法
人
番
号

と
従
業
員
の
個
人
番
号
の
記
載
が

必
要
で
す
。全
て
の
項
目
を
正
し

く
記
入
す
る
よ
う
、注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

■
提
出
期
限

　
令
和
4
年
1
月
31
日
㈪

■
提
出
先

　
令
和
4
年
１
月
１
日
現
在
に
お

け
る
従
業
員
の
住
所
地
の
市
町
村

※
郵
送
の
場
合
は
、郵
送
す
る
市

町
村
の
担
当
部
署
を
確
認
し
、

提
出
期
限
ま
で
到
着
す
る
よ
う

に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

eエ
ル
タ
ッ
ク
ス

L
T
A
X
に
よ
る
提
出
の
推
奨

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し

た
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム

（
e
L
T
A
X
）に
は
、申
告
書
の

入
力・
計
算
誤
り
を
防
ぐ
チ
ェ
ッ

ク
機
能
や
、一
度
で
複
数
の
地
方

公
共
団
体
に
提
出
で
き
る
機
能
な

ど
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、個
人
事
業
主
や
代
理

人
が
提
出
す
る
際
に
必
要
な
、本

人
確
認
書
類
が
不
要
で
す
。ぜ
ひ

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
は
、地
方
税
ポ
ー
タ
ル

シ
ス
テ
ム
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（https://w
w
w
.eltax.lta.

go.jp/

）で
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

市
県
民
税
課
税
通
知
書
の
送
付

■
特
別
徴
収（
月
々
の
給
与
か
ら

　
天
引
き
）

　
令
和
4
年
５
月
13
日
㈮
に
事
業

所
へ
発
送
す
る
予
定
で
す
。

■
普
通
徴
収（
直
接
個
人
で
納
付
）

　
令
和
4
年
６
月
15
日
㈬
に
本
人

に
発
送
す
る
予
定
で
す
。

大崎市奨学資金貸与事業への
寄付を受け付けています

　経済的理由で修学困難な学生に奨学資金を貸与
するため、皆さんからの寄付を募集しています。
　寄付は、2千円以上の場合に税制上の優遇措置
（所得税や住民税などの控除）を受けることができま
す。詳しくは、学校教育課まで問い合わせください。

1
市
民
憲
章
に
込
め
ら
れ
た
思
い
を
紹
介
し
ま
す

問 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
地
域
自
治・N
P
O
担
当　
☎
�
5
0
6
9

　

大
崎
市
民
憲
章
は
、平
成
18
年

11
月
３
日
に
制
定
さ
れ
、大
崎
市

に
住
む
す
べ
て
の
市
民
の
基
本

的
な
規
範
、指
針
と
な
る
宣
言
で

す
。

　

11
月
は
、市
民
憲
章
の
制
定
月

に
当
た
り
ま
す
。あ
ら
た
め
て
、市

民
憲
章
に
込
め
ら
れ
て
い
る
思
い

を
紹
介
し
ま
す
。

■
市
民
憲
章
の
配
布

　

市
民
憲
章
の
掲
示
を
希
望
す

る
個
人
や
事
業
所
な
ど
に
、市
民

憲
章
を
印
刷
し
た
物（
Ａ
２
サ
イ

ズ
、４
２
０
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
×

５
９
４
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）を
配
布

し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、ま
ち
づ
く
り
推
進

課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

恵まれた自然、豊かな文化、先人の築いてきた歴史と伝統への
敬意と賞賛をうたい、市の風景が浮かぶように表現されてい
ます。
市民が市に生きる誇りや喜びを感じ、市民としての責任を持
ち、個人の尊重、互助精神、住民協働、安全・安心で快適な暮ら
し、人材育成や産業振興を希求し、先人から引き継いだ歴史や
文化に磨きをかけ、次代を担う子どもたちが誇れる市を創造し
ていくという思いが込められています。

前
文

本
文

大崎市民憲章の構成

　

市
で
は
、平
成
23
年
3
月
に

「
大
崎
市
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
」を
策
定

し
、水
道
事
業
に
関
す
る
施
策
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。　

　
今
年
度
で
計
画
期
間
が
終
了
と

な
る
こ
と
か
ら
、「
第
2
期
大
崎
市

水
道
ビ
ジ
ョ
ン
」の
策
定
を
行
い

ま
す
。

　
計
画（
案
）に
対
す
る
皆
さ
ん
か

ら
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

■
公
表
方
法

❶
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
の
閲
覧

❷
窓
口
で
の
閲
覧

▼
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー（
市
役
所

　
東
庁
舎
1
階
市
政
情
報
課
内
）

▼
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー（
各
総
合

　
支
所
地
域
振
興
課
内
）

▼
上
下
水
道
部
１
階
閲
覧
所

■
対
象

　
市
民
ま
た
は
市
内
に
勤
務
・
通

学
し
て
い
る
人
、市
内
に
事
業
所

を
有
す
る
個
人
ま
た
は
法
人

■
意
見
の
提
出
期
間

11
月
2
日
㈫
か
ら
11
月
22
日
㈪

■
意
見
の
提
出
方
法

　
計
画（
案
）に
対
す
る
意
見
と
氏

名（
名
称
）、住
所
、連
絡
先（
電
話

番
号
な
ど
）を
必
ず
記
入
し
、持

参
、郵
送
、フ
ァ
ク
ス
、Ｅ
メ
ー
ル

の
い
ず
れ
か
で
提
出
願
い
ま
す
。

※
匿
名
、電
話
の
意
見
に
は
応
じ

ら
れ
ま
せ
ん
。

❶
持
参
の
場
合

月
～
金
曜
日
8
時
30
分
か
ら
17
時

15
分
ま
で（
祝
日
を
除
く
）

経
営
管
理
課
ま
た
は
各
総
合
支
所

地
域
振
興
課
に
持
参

❷
郵
送
の
場
合

〒
9
8
9
─
6
2
2
3

大
崎
市
古
川
字
上
古
川
1
1
7

番
地

経
営
管
理
課
に
郵
送（
11
月
22
日

㈪
消
印
有
効
）

❸
フ
ァ
ク
ス
の
場
合

経
営
管
理
課（
FAX
�
1
1
1
4
）に

送
信

❹
Ｅ
メ
ー
ル
の
場
合

件
名
を「
第
2
期
大
崎
市
水
道
ビ

ジ
ョ
ン
へ
の
意
見
」と
し
、経
営
管

理
課（w

-kanri@
city.osaki.

m
iyagi.jp

）に
送
信

▲市ウェブサイ
　トＱRコード

1
第
2
期
大
崎
市
水
道
ビ
ジ
ョ
ン（
案
）へ
の
意
見

を
募
集
し
ま
す

問 

経
営
管
理
課
総
務・契
約
担
当　
☎
�
1
1
1
2
FAX
�
1
1
1
4
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